
 

 

主  題 松浦魚市場において労働災害防止等の説明会を開催しました。 

実施日 令和５年１０月２日（月） 
開催

場所 
松浦魚市場内おさかなドーム会議室 

参加者 ２１名 担当 江迎労働基準監督署 

開催目的（趣旨） 

 江迎労働基準監督署（署長 佐々木 和幸）は、近年、松浦魚市場内で働かれている労働者

の労働災害が多発していることを受け、同市場内での労働災害を防止するため、同市場内で管

理業務や荷役業務を行っている事業者及び市場開設者である松浦市の担当者等を対象として、

「働き方改革」、「労働災害発生状況及び労働災害防止対策」について説明会を開催しました。 

概要 

冒頭、「働き方改革」と題して江迎労働基準監督署の監督・安衛課長より「時間外労働の上限

規制の導入」、「年次有給休暇の確実な取得」及び「最低賃金額の改定」等について説明を行い 

ました。 

続いて、「労働災害発生状況及び労働災害防止対策について」と題して安全衛生係長より説明

を行いました。松浦魚市場内ではフォークリフトやコンベヤーを使用して運搬業務を行ってい

ることから、フォークリフトについては、作業計画を策定し、労働者との接触防止対策、有資

格者による運転及び運転者の保護帽の着用といった安全運転の徹底についてお願いしました。 

また、コンベヤーについては、挟まれ・巻き込まれ災害の防止対策として荷詰まり等の異常

が発生したときは必ず機械を停止させて作業を行うよう周知徹底、非常停止装置の設置及び注

意喚起の表示についてお願いしました。 

 その他、転倒災害防止対策、腰痛災害防止対策、熱中症予防対策への取組及び労働安全衛生

規則改正等について説明しました。 
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最後に 

江迎労働基準監督署では、今後、松浦魚市場内の現場パトロールを実施する予定です。 

同市場内の関係各所と連携を図り、同市場内での労働災害撲滅に向けた取組を積極的に行い 

ます。 

 


